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提案理由 

国に対し、義務教育終了時までの子どもに対する医療費助成制度を早期に創

設するよう強く求める。 

これが、本案を提出する理由である。 



子ども医療費助成制度の創設を求める意見書 

 

子ども医療費助成制度は、公的医療保険制度を補完する制度として全国の多

くの都道府県・市町村で実施され、子どもの健全な育成と児童福祉の向上に大

きな役割を果たしているが、この助成制度については、地方自治体の長の考え

方や、財政力の差によって、自治体間に格差が生じている現状がある。 

本市においては、義務教育の範囲でありながら小・中学生間で差を設けるべ

きではないとし、平成２６年３月定例会での議決に基づき、８月より、子ども

医療費助成の対象を中学３年生までに拡大することとなった。 

また、県内各自治体においても、子ども医療費助成事業に対して一般財源を

投入し、子育て支援の一環として実施している状況にある。 

しかしながら、子どもはどこで生まれたとしても、ひとしく大切に育てられ

なければならないことから、地方自治体の施策を一層充実させ、子どもを安心

して産み育てることのできる社会の実現を目指すには、居住している市町村に

かかわらず、分け隔てなく実施される制度の創設が不可欠であり、国策として

全国自治体を支援すべきである。 

よって、本市議会は国に対し、自治体間の格差を是正し、子育て支援、少子

化対策をさらに強化できるよう、義務教育終了時までの子どもに対する医療費

助成制度を早期に創設するよう強く求める。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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